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２０２１．４． １修正 

                                

内部統制システムの基本方針 

 

１．業務運営の基本方針 

１）当社は次のとおり経営理念を定め、目指すべき経営の拠り所とする。 

（経営理念） 
 

ＣＳＲ経営を推進することによって、社会から信頼され、存続を望まれる企業にな

るとともに、持続可能な社会づくりに貢献する。 
 

２）当社は、上記経営理念を踏まえ、誠実に経営を進め、本業を通じて社会に貢献する

ため、「ＥＳＧ委員会」を設置し、当社グループ（当社及び子会社、以下同じ。）の持

続的な企業価値の向上を目指す。 

また、経営理念を具体的に織り込んだ「経営基本方針」を年度毎に策定するととも

に、経営基本方針に基づいた「安全衛生・品質・環境方針」を定め、それぞれの「行

動指針」を明示し、日常の業務運営の指針とする。 

 

２．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

当社は、コンプライアンス体制の強化・推進と業務上のリスクの未然防止を図るため、

「業務リスク管理委員会」を設け、所管部署として業務リスク管理部を置き、「コンプライア

ンス基本理念・指針」に則り建設業法をはじめとする業務上順守すべき法令、行動規範の周

知並びに実行・管理を推進し、企業倫理の徹底に取り組む。 

安全・環境については、それぞれを所管する部署が、定期的教育（集合・イントラネット）

を実施するとともに、「中央安全衛生委員会」「中央環境委員会」をそれぞれ設置し、関係法

令の順守はもとより、公衆災害等の防止、環境保全活動の推進に努める。 

また、独占禁止法違反行為を排除するため、独禁法順守マニュアルを適宜見直し、啓蒙資

料の一層の整備充実を図るとともに、公共工事の入札経緯モニタリングシステムなど検証の

仕組みを整備・運用し、就業規則中に設けられた懲戒規定を厳格に運用することで、法令・

定款違反の牽制・防止・早期発見を行う。 

 さらに、社会の安全や秩序、企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関

係を持たず、毅然とした態度で組織的に対応する。反社会的勢力との関係を遮断・排除する

ために、「コンプライアンス指針」に「反社会的勢力とは一切の関係を持たない」ことを明記
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するとともに、不当要求等の発生時の対応を統括する部署を総務部に設け、警察等関連機関

とも連携し対応する。 

  上記の体制の支店及び現業部門の要として支店幹部により構成される「支店業務リスク

管理委員会」を設け、現業部門のコンプライアンス教育及びリスク管理の実践の場として、

各事業所職員全員で組織する「業務リスク連絡会」を設ける。 

  なお、当社では、社内に「コンプライアンス相談窓口」、社外の専門会社に「日本道路企

業倫理の窓口」を設け、当社グループの役職員が当社グループ内においてコンプライアン

ス基本理念・指針に違反した行為または違反するおそれのある行為が行われていることを

知った時は、直接相談することができる体制を敷くとともに、「日本道路企業倫理の窓口」

を取引先からの通報を受け付ける窓口とする。また、これらの通報者に対し当該報告を行

ったことを理由として不利益な扱いは行わない。 

 

３．リスク管理のための体制 

  当社は、内部統制システムの構築及びリスク管理体制全体を統括する組織として、「業務

リスク管理委員会」に「内部統制部会」を設け、これを所管する担当取締役を置き、当社

グループのリスクを評価し管理にあたる。 

  コンプライアンス、安全、環境、品質に係るリスクについては、「業務リスク管理委員会」

「中央安全衛生委員会」「中央環境委員会」「中央ＩＳＯ委員会」を設け、リスクの未然防

止や再発防止等を的確に行える体制を整備する。また、安全衛生マネジメントシステム、

環境マネジメントシステム、品質マネジメントシステムを実行し、継続的改善を図る。 

  現業事業所に業務リスク管理担当者を、また各支店に業務リスク管理責任者を置き、こ

れらを業務リスク管理部が統括するラインとし、通常業務を遂行するためのラインとは別

途のリスク情報の吸い上げ及びリスクの未然防止のための情報伝達や教育のためのライン

として活用するとともに、現業事業所自らが業務上のリスクを点検するための体制として

整備する。 

  また、内部統制システムの運用状況の評価を監査事項として「内部監査規程」に定め、

監査室が定期的な監査を実施する。なお、当社は、弁護士・会計監査人等の第三者に、業

務遂行上の必要に応じ適宜相談し、助言・指導を受けている。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

  当社は、取締役会において会社業務の執行方針を決定し、法令に定める事項、その他重

要事項について決議・承認を行い、また、取締役の業務の執行状況を監督する。 

  さらに、経営の基本方針及び業務執行方針を協議し、社長を補佐するとともに、取締役

会から付託された事項に応えるために、代表取締役、取締役等を構成員とする経営会議を

設置し、業務執行上の重要事項の審議並びに報告を行う。 

  独立社外役員会議及び役員人事委員会を設置し、これらの協議と勧告による取締役会審

議の実質化を図る。 

  また、業務の意思決定・経営監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会の活性化とチ
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ェック機能を強化するため、執行役員制度を採るとともに、変化の激しい経営環境に機敏

に対応するため、取締役の任期を1年とする。 

 

５．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

  当社は、法令、定款並びに社則「文書管理規則」に基づき、文書等を適切に保存・管理す

る。これらの書類については、取締役及び監査役が常時閲覧可能な体制を整えている。 

  情報の管理については、「業務リスク管理委員会」に設けた「内部統制部会」を審議機関

とし、経営企画部を所管部署と定め「情報セキュリティ基本方針」に則り当社グループ全

体が保有する情報資産の保護・安全管理に努めるとともに、情報セキュリティ教育の実施

並びに継続的改善を図る。 

  また、社則「内部情報管理及び内部者取引規制に関する規則」、「社内情報システム管理

規則」に基づいて情報セキュリティ管理の徹底を図るとともに、パソコン、データ、ネッ

トワーク回線の保護対策を組織的に実施する。 

 

６．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 

  当社は、当社の経営理念・経営基本方針及びコンプライアンス基本理念・指針を、グル

ープ各社が共有するものとし、グループ各社が自主性を発揮し、事業目的の遂行と関連企

業としてグループ全体の企業価値を高める経営を行うべく、次のことを実施する。 

１）当社グループの取締役において、適正な財務報告書を作成することが社会的信用の

維持・向上のために極めて重要であるとの認識を強化するとともに、財務報告の適正

性を確保するため、全役職員に対しあらゆる機会を捉え周知徹底を図る。 

２）子会社の指導・育成等管理すべき事項を、社則「関係会社管理規則」に定めるとと

もに、関係部署が所管し、グループ各社の内部統制については、経営企画部が統括的

に統轄すると定める。 

３）子会社に、社則「関係会社管理規則」に基づき一定の事項について当社への報告ま

たは承認を得ることを義務付ける。 

４）主要な子会社との間で定期的な子会社経営報告会を開催し、内部統制システムの整

備の状況、事業の状況等報告を受け、グループ戦略について協議する。 

５）子会社の役職員に、当該子会社または当社グループに重大な影響を及ぼす事実、ま

たはその可能性のあることを知ったときには、直ちに当社に報告するべきことを周知

徹底する。 

６）「コンプライアンス相談窓口」「日本道路企業倫理の窓口」をグループ各社の役職員

が利用できるものとし、当社グループ全体としてコンプライアンス体制を強化・推進

する。 

 

７．監査役の監査を支える体制 

当社は、監査役の監査を支える体制を次のように構築している。 

１）監査役を補助する専属使用人は設けないが、監査役の依頼に基づき、監査室の職員
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が監査業務を補助する。 

２）監査役の依頼に基づき監査業務を補助する職員は、取締役からの指揮命令を受けず、

監査役の指揮命令下に置き、当該職員の人事異動、評価等については、監査役の意見を

尊重し対処する。 

３）取締役及び使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社または当社グルー

プに重大な影響を及ぼす事項、また、監査室が行う内部監査の実施状況等の内容を速や

かに報告する。報告の方法については、取締役と監査役会の協議により決定する。 

４)「コンプライアンス相談窓口」「日本道路企業倫理の窓口」を主管する業務リスク管理

部は、当社グループの役職員からの内部通報の状況について、定期的に監査役に報告す

る。 

５）子会社の役職員は、当該子会社または当社グループに重大な影響を及ぼす事項または

その可能性のあることを知ったときは、監査役に報告するものとする。また、監査役か

ら報告の要請を受けたときは速やかに報告しなくてはならないものとする。 

６）当社グループの役職員が直接に監査役に通報できる窓口を設置する。 

７）監査役に報告した役職員が、本項の報告または通報を行ったことを理由として不利益

な取扱いを受けないこととし、その旨を周知徹底する。 

８）当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をした

ときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認

められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。 

 

以 上 


